
令和５年２月農業委員会定例会議事録  

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

日程第９ 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 
農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和５年２月２１日（火）午後２時００分～午後３時３４分 

 

さぬき市役所 寒川庁舎 ３階３０１・３０２ 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１～５号） 

非農地証明願いについて           （会長提出議案第６～１１号） 

農地法第４条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１２～１４号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１５～２３号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第２４号） 

農業振興地域整備計画変更の答申について   （会長提出議案第２５～３５号） 

農業経営改善計画の審査について       （会長提出議案第３６号） 

その他 

 

1楠 豊 2吉原博美 3朝倉重弘 4芳竹和政 5松岡浩二 6稲田俊美 

7間嶋正憲 8大塚ノブ子 9岡村義弘 10廣瀬 徹 13岩澤佳宣 

14寒川 巧 15十河道夫  

17蓮井セツ子(会長職務代理者) 18松原俊幸（会長） 

 
12十川隆行、16藤澤 明 

 

山下智資事務局長 頼冨伸次副主幹 松本美佳主査 藤川英祐主任主事 

 

玉木省三副主幹 

 

三好幸信農地集積専門員 猪熊正農地集積専門員 

 

なし 

 

 

 



  

  

事務局 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

ご案内の時刻、少し過ぎましたけれども、全員の方おそろいですので、た

だいまより令和５年２月定例会を開催致したらと思います。進行につきまし

ては、松原会長のほうでよろしくお願いします。 

 

皆さん、こんにちは。立春も過ぎましたが、春はまだまだ浅きこの頃でご

ざいますが、皆様方におかれましてはいかがお過ごしでしたでしょうか。 

さて、新型コロナウイルス感染症ですが、第８波が大分収束に向かってお

りますが、またインフルエンザがはやっているので、マスク等、手洗い等を

なさって、毎日、農業委員会活動に励んでいただきたいと思います。 

なお、本日ですが、定例会終了後、全国農業会議所と香川県農業会議の担

当者より全国農業新聞の普及推進と農地法第３条関係の説明がございますの

で、最後までよろしくお願い致します。 

さて、本日の議題でありますが、各案件につきましては、円滑なご審議に

ご協力のほどよろしくお願いして、簡単ではございますが、挨拶に代えさせ

ていただきます。 

なお、本日提案致します案件につきましては、事前に各地区で現地確認、

調査いただいていると思いますので、よろしくお願い致します。 

なお、本日、農地法第３条の新規就農者が農地を取得する案件と新規認定

農業者の案件がありまして、事前に各地区の代表者と会長職務代理と私、７

名で聞き取り調査を行っておりますので、後ほど地区代表者から報告致しま

すので、よろしくお願い致します。 

さて、本日の出席ですが、１７名中１５名の出席ですので、農業委員会等

に関する法律第２７条第３項の規定に基づき、過半数の出席ですので成立す

ることを宣言致します。 

では、議事録署名委員ですが、私のほうから指名させていただきます。そ

れでは、３番 朝倉委員さん、７番 間嶋委員さん、両委員さん、よろしく

お願い致します。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より報告をお願い致します。 

 

別紙、Ａ４の用紙の資料１ページの農地法第１８条第６項に基づく通知に

ついてをご覧ください。これは賃借権を中途解約するもので、２件受理して

います。 

報告第１号、貸人、●●●●●、●●、●●●●様、借人、●●●●●●

●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●です。解約理由は

残存小作の解消のためです。 

報告第２号、貸人、●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●、●●●

●様、申請地、●●●●●●●●●番です。解約理由は経営の拡大のためで

す。 

次に、別紙Ａ４の資料２ページの使用貸借権終了農地返還通知をご覧くだ

さい。これは使用貸借権を中途解約するもので、１件受理しています。 

報告第１号、貸人、●●●●●●●●、●●●●●様、借人、●●●●●

●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番です。解約理由は

借り手の都合のためです。 

以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号

から第５号までを議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 



  

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではご説明させていただきます。今回の３条の案件は５件ございまし

て、面積にして１２，９１１㎡、１９筆です。議案書１ページからでござい

ます。 

会長提出議案第１号についてご説明させていただきます。地区番号２、受

付年月日、令和５年２月１日。譲渡人、●●●●●●●、●●●●様、譲受

人、●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番

●。台帳地目、現況地目ともに畑、地積２８４㎡。譲渡人の申請事由、借入

地売買、譲受人の申請事由、借入地の取得。権利は所有権の移転を伴うもの

で、経営面積は１５，５７１．０２㎡、受人従事数は２人です。資料と致し

ましては１ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●の南東約６００ｍに位置し、譲

受人については申請地周辺にも農地を所有し、経営面積の保全管理も行なっ

ております。 

続いて、会長提出議案第２号について、ご説明させていただきます。地区

番号２、受付年月日、令和５年２月１日。譲受人、●●●●●●●、●●●

●●様。申請地については、現況地目が一部宅地となっている土地が重複さ

れて計算されていますので、正しい筆数と地積に訂正させていただきます。

それでは、申請地が●●●●●●●●●●●●番●他９筆で、台帳地目、田

が８筆、台帳地目、畑が２筆で、地積の合計が４，３４３㎡になります。譲

渡人の申請事由は負債整理、譲受人の申請事由は競売による取得です。権利

は所有権の移転を伴うもので、経営面積は４，０６２．５１㎡、受人従事数

は２人です。資料と致しましては２ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●の南南東約１．１km に位置し

ています。現況宅地と記載されている部分につきましては、農業用施設及び

耕作道となっているため、農地取得後に制限除外等の手続を取ってとっても

らいます。昨年１１月の定例会で承認されて、競公売買受適格証明を交付し

ていた案件で、申請者は申請地の保全管理も行なっており、下限面積要件を

満たしています。 

次に、会長提出議案第３号についてご説明させていただきます。地区番号

３、受付年月日、令和５年２月１日。譲渡人、●●●●、●●●●様、譲受

人、●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●番●他１筆。台帳

地目、現況地目ともに田、地積の合計が２，７７９㎡。譲渡人の申請事由は

労力不足、譲受人の申請事由は経営規模の拡大。権利は所有権の移転を伴う

もので、貸付けしていた２，３５５㎡の農地を解約するため、経営面積の合

計は３，１８８㎡になります。受人従事数は２人です。資料と致しましては

３ページとなります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●の南約１．２㎞に位置し、

譲受人については申請地周辺にも農地を所有しており、経営面積の保全管理

も行なっております。 

続いて、会長提出議案第４号についてご説明させていただきます。地区番

号３、受付年月日、令和５年２月１日。譲渡人、●●●、●●●●様、譲受

人、●●●●、●●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●番。台帳地

目、現況地目ともに田、地積６７７㎡。譲渡人の申請事由は農業廃止、譲受

人の申請事由は経営規模の拡大。権利は所有権の移転を伴うもので、１，８

９１㎡の農地を借入れするため、経営面積は４，９９０．１１㎡、受人従事

数は２人です。資料と致しましては４ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の北約２２０ｍに位置し、譲受人に

ついては申請地周辺にも農地を所有し、経営面積の保全管理も行なっており

ます。 

会長提出議案第５号についてご説明させていただきます。地区番号５、受

付年月日、令和５年２月１日。譲渡人、●●●、●●●様、譲受人、●●●



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

松岡浩二委員 

 

 

 

 

議長（会長） 

 
大塚ノブ子委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

十河道夫委員 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●番他４筆。台帳地目、現況地

目ともに、田の土地が４筆、畑の土地が１筆、地積の合計が４，８２８㎡。

譲渡人の申請事由は農業廃止で、譲受人の申請事由が新規就農です。権利は

所有権の移転を伴うもので、新規就農者のため、今の経営面積は０㎡、受人

従事数は２人となっております。資料と致しましては５ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の北西約２．２㎞に位置

しております。なお、申請人は新規就農者であるため、定例会開始前にヒア

リングを行っております。農地取得後は、サツマイモ、ジャガイモ、トマ

ト、タマネギ、ミカンを作付していく予定です。 

農地法第３条に基づく申請審議について、ご説明は以上となります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

会長提出議案第１号、第２号について報告します。２月１５日に委員、推

進委員全員で現地確認を行いました。先ほど事務局が説明したとおりで、借

入地の競売による取得ということで、特に問題ないと思いますので、よろし

くご審議をお願いします。 

 

続きまして、●●地区、お願いします。 

 

第３号議案についてご説明致します。私たち２月１８日に現地確認を行い

ました。２枚の田んぼをはっきり見ました。今は小麦が植えられていまし

て、田んぼの状態も大変よろしく、保全管理がきちんとできておりましたの

で、よろしいということで私たちは認めることにしました。よろしくご審議

をお願いしたいと思います。 

次の第４号議案、これにつきましても２月１８日、現地確認を行いまし

た。草も取られて、その枯れ草もきちんと整理されておりました。農地の保

全管理は言うことありませんでしたので、私たちこれを認めることにしまし

た。よろしくご審議お願いしたいと思います。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

ご報告申し上げます。先ほど、別室におきまして新規就農という形でヒア

リングを行いました。これから頑張っていただく。もともと地元の方ですの

で、それと、●●●●●の元会長さんがバックアップでついていただいてお

りますので、もともと●●の人がやることですので、非常に機械、道具類も

全てそろっておりますので、私らも見守りながら応援していきたいと思いま

すので、よろしくお願い致します。以上です。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１号から第５号につきまして

質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第５号につきましてお諮りします。議案第１号

から第５号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 



  

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議案第１号から第５号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第３ 非農地証明願いについて、会長提出議案第６号か

ら第１１号を議題とし、一括上程致します。 

では、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、非農地証明願いについてご説明致します。議案書の３ページを

お開きください。今回の非農地証明案件は６件ございます。対象農地は８筆

で、面積が１７，９７９㎡です。 

それでは、個別案件についてご説明させていただきます。 

会長提出議案第６号、地区番号３、受付年月日、令和５年２月１日。申請

人、●●●●●●、●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●で

す。台帳地目田、現況地目雑種地、地積４６㎡です。申請理由は、国調時に

隣接する宅地に吸収され、その後、宅地に分筆した時の残地で、狭小であり

耕作ができない農地であるためです。お手元の資料６ページ、７ページをご

覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●から南東へ約

５８０ｍに位置しております。申請地は平成２８年に相続されております。

申請地は国土調査により昭和５２年に隣接する宅地に吸収され、平成２年に

分筆されて現在の農地が残りましたが、狭小であるため耕作不能であること

から今回の申請となりました。位置図は資料６ページ左側、現況写真は資料

７ページになるのでご確認ください。 

会長提出議案第７号、地区番号３、受付年月日、令和５年２月１日。申請

人、●●●●●●、●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●で

す。台帳地目畑、現況地目山林、地積１４，５５４㎡です。申請理由は、平

成１３年頃から２０年以上耕作不能な状態が継続し、山林化したためです。

お手元の資料８ページから１０ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●から南東へ約

５８０ｍに位置しております。申請地は平成２８年に相続されております。

申請地はブドウ園を営んでおりましたが、申請者の夫が体調不良となり農地

の管理が十分に行えなくなり、平成２８年に申請者の夫が亡くなってからは

管理する者がいなくなり、荒れ放題となり山林化しました。また、申請地は

再生利用が困難と見込まれる荒廃農地に分類された土地赤判定と確認されて

います。位置図は資料８ページ、現況写真は資料９ページ右側と資料１０ペ

ージになるのでご確認ください。 

会長提出議案第８号、地区番号３、受付年月日、令和５年２月１日。申請

人、●●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●●

他２筆です。台帳地目３筆とも畑、現況地目３筆とも山林、地積３筆合計で

１，３１８㎡です。申請理由は、昭和５２年頃から４０年以上耕作不能な状

態が継続し、山林化したためです。お手元の資料の１１ページから１６ペー

ジをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●から●●●●番●●は北西

約７８０ｍ、他２筆は西約３３０ｍに位置しております。申請地は平成１５

年に相続されております。申請地は昭和４３年頃に申請者の父が相続しまし

たが、農業経験がほとんどなく企業に就職したことなどから、昭和５２年頃

から耕作放棄となり山林化し、申請者も県外在住のため農地の管理ができな

いために今回の申請に至りました。また、申請地は３筆とも再生利用が困難

と見込まれる荒廃農地に分類された土地赤判定と確認されています。位置図

は資料１１ページ、１２ページ、写真方向図及び現況写真は資料１４ページ

から１６ページとなるのでご確認ください。 

会長提出議案第９号、地区番号５、受付年月日、令和５年２月１日。申請

人、●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●番●で

す。台帳地目田、現況地目宅地、地積１８４㎡です。申請理由は、農業用倉



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 
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庫として使用しているためです。お手元の資料の１７ページから１９ページ

をご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●から北東約３

３０ｍに位置しております。申請地は令和元年に相続されております。昭和

５９年に農業用倉庫を建築しましたが、倉庫を建て替えるときに無断転用で

あることを知り、今回の申請に至りました。位置図は資料１７ページ、写真

方向図は資料１８ページ右側、現況写真は資料１９ページになるのでご確認

ください。 

会長提出議案第１０号、地区番号５、受付年月日、令和５年２月１日。申

請人、●●●●●●●●●、●●●様、申請地●●●●●●●●●●●●●

番です。台帳地目畑、現況地目山林、地積は３９９㎡です。申請理由は、昭

和５５年頃から４０年以上耕作不能な状態が継続し、山林化したためです。

お手元の資料の２０ページ、２１ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●から北西へ約

４８０ｍに位置しております。申請地は平成１８年に相続されています。申

請地は形状が悪い農地で、農機具が導入できず管理が行き届かなくなり、周

辺の山林に浸食され山林化しました。また、申請地は再生利用が困難と見込

まれる荒廃農地に分類された土地赤判定と確認されています。位置図は資料

２０ページ左側、写真方向図は資料２１ページ左側、現況写真は資料２１ペ

ージ右側になるのでご確認ください。 

会長提出議案第１１号、地区番号５、受付年月日、令和５年２月１日。申

請人、●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●番で

す。台帳地目田、現況地目山林、地積は１，４７８㎡です。申請理由は、平

成元年頃から３０年以上耕作不能な状態が継続し、山林化したためです。お

手元の資料の２２ページ、２３ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●から西南西約５０

０ｍに位置しております。申請地は平成２７年に相続されております。申請

地近くにある溜池が老朽化して利用できず、また、農地への進入路が狭く農

業機械が利用できないため耕作放棄となり、周辺の山林に浸食され山林化し

ました。位置図は資料２２ページ、写真方向図は資料２３ページ左側、現況

写真は資料２３ページ右側になるのでご確認ください。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い

致します。 

まず、最初、●●からお願いします。 

 

それでは、６号、７号を報告します。●●●●●さんは、先ほど事務局か

ら話がありましたように、ご主人さんの体調が悪くて、道を造ったという名

目で、商売しとったんですけど、その後、ご主人が亡くなり管理できなくな

っていました。６号議案については一応駐車場ということで、これもう地目

は田になっていますけど、見てもらったら分かるとおり、用水路もなく、水

が入らない土地で、昔は田としての要件はあったが、今は道路と駐車場で、

その下の７号はブドウとイチジクあったんですけど、僕も最初は、果樹とい

う名目で見よったんですけど、ここのイチジクのほうが、竹林が広がって、

それがもう年間５ｍぐらいずつ広がっていくので、思ったより広がったよう

な、山林化した状況です。以上です。 

 

それでは、８号議案についてご報告致します。私たち２月１８日に現地確

認を行いました。●●●の畑、今は山林１９５㎡、●●、山林９１３㎡、こ

の２枚は、この写真のときには大きな木が茂っていたと思うんですけど、私
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たちが見に行ったときには●●●●の人が来て、きれいに枝打ちされており

ました。それは１２ページの地図を見たら分かると思うんですけど、この山

の下の●●さんが下で畑を作っているんです。そこへ枯れ枝とか枯れ葉が飛

んできて困るので、どうにかしてくれんかと言ったんですと。そうしたら●

●さんがそれを聞きとどめてくれて、●●●●の人が来て枝打ちをしており

ました。枝打ちはしているんですけど、山はその状態で置いておくそうで

す。だから、今はきれいな状態です。 

それで、もう１枚の小串の２１０㎡、これは現地まで行ったんですけれど

も、ぐるりイノシシの防護柵があって中へ入れませんでした。それで、池の

所から見ましたら、すっかり山林化しておりましたので、私たちはこれはい

かんなということで結論を出しました。よろしくご審議いただきたいと思い

ます。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願いします。 

 

報告を申し上げます。第９号ですが、無断転用です。亡くなったお父さ

ん、昭和４８年かそのぐらいに建てた倉庫がもう既に無断転用でしたので、

取りあえず今、この後、３１号に関連致しますので、農振除外の申請が出て

おりますので、順番を間違わずに申請を出しながら、今現在、工事している

とこもありますので、それが●●●●●への通学路になっておるので、問題

があるんじゃないかという話が出ました。けど、取りあえず●●さんときち

んと話をして、前へ進めていきたいと思いますので、何とか許可を頂きたい

と思います。 

第１０号ですが、これはもうそのまま耕作不能の状態になっております。 

１１号ですが、これも同じような、耕作はちょっと難しいというふうに判

断致しましたので、ご報告申し上げます。よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第６号から第１１号につきまし

て質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第６号から第１１号につきましてお諮りします。議案第６

号から第１１号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第６号から第１１号を原案のとおり認めることと致しま

す。 

続きまして、日程第４ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提

出議案第１２号から第１４号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

ご説明させていただきます。今回の４条の案件は３件ございまして、面積

にして８４９㎡、３筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明致します。議案書４ページからでご

ざいます。 

会長提出議案第１２号についてご説明させていただきます。地区番号２、

受付年月日、令和５年２月１日。申請人、●●●●●、●●●●様。申請

地、●●●●●●●●●●●●●番●、台帳地目田、現況地目宅地、地積６

６３㎡。転用目的、貸店舗用地、建築面積３３５．３５㎡。工事着完予定年

月日、昭和５５年１月１日から昭和５５年９月１８日。農地区分、第２種農
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議長（会長） 
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地。無断転用是正案件となります。資料と致しましては２４ページから２５

ページで、位置図を２４ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●の西約６５０ｍ

に位置し、隣接については、雑種地、堤及び道路、水路に接しております。

このたび既に貸店舗用地として利用している申請地の無断転用が判明し、是

正するため転用申請がありました。なお、地元土地改良区をはじめ、水利組

合の同意も得ております。また、始末書も添付され反省の念を示しているこ

となどから、許可も止むを得ないと考えております。 

続いて、会長提出議案第１３号についてご説明させていただきます。地区

番号３、受付年月日、令和５年２月１日。申請人、●●●●、●●●●様。

申請地、●●●●●●●●●番●、台帳地目畑、現況地目宅地、地積４１

㎡。転用目的、既存宅地の拡張、建築面積３２５．５９㎡。工事着完予定年

月日、平成６年１月１日から平成６年１２月１日。農地区分、第２種農地。

無断転用是正案件となります。資料と致しましては２６から２７ページで、

位置図を２６ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の南

東約１６０ｍに位置し、隣接については、宅地及び道路に接しております。

このたび既に宅地として利用している申請地の無断転用が判明し、既存宅地

の拡張として転用申請がありました。なお、地元土地改良区をはじめ、水利

組合の同意も得ております。始末書も添付され反省の念を示していることな

どから、許可も止むを得ないと考えております。 

続いて、会長提出議案第１４号についてご説明させていただきます。地区

番号４、受付年月日、令和５年２月１日。申請人、●●●●●●●●●、●

●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番●、台帳地目田、現況地目

宅地、地積１４５㎡。転用目的、既存宅地の拡張、建築面積３２３．３７

㎡。工事着完予定年月日、平成２５年５月２０日から平成２６年３月１０

日。農地区分、第２種農地。こちらも無断転用の是正案件となります。資料

と致しましては２８から２９ページで、位置図を２９ページの左側に掲載し

ております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●の東約８０ｍ

に位置し、隣接については、田、宅地及び道路に接しております。このたび

既に宅地として利用している申請地の無断転用が判明し、既存宅地の拡張と

して転用申請がありました。なお、地元土地改良区をはじめ、水利組合の同

意も得ております。また、始末書も添付され反省の念を示していることなど

から、許可も止むを得ないと考えております。 

農地法第４条に基づく申請審議についてご説明は以上となります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区。 

 

会長提出議案第１２号ですが、２月１５日に現地確認を行いました。現地

は車の修理工場となっておりまして、その一部の田がもう既に無断転用で使

われておりました。本件は無断転用の是正ということで、よろしくご審議を

お願いしたらと思います。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

１３号については、この●●さんが、この地図で言うたら２６ページの左

側のとこで、下の宅地から道路がＳカーブになっとる所ですけど、最初の、

この高速ができたときの計画では、本人にはここ直接で入るような指示があ
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ったそうです。それがこの入り口に１軒納屋があって、のけたということ

で、カーブができて、それでその分が残ったけど、ちょうど建設しよるか

ら、これはもうそのまま、名前は変えたけど、それ全部終わっていると思っ

たんが残っとるということで、無断転用が出てきたので申請となって、今

回、庭の中へそういう、その跡地が残ったということ。これも、横も左側が

ブロックでもう４ｍも５ｍもあり、上はもう現実宅地で、図面で言うたら平

面図ですけども、現実は見たらもうブロックの上へ２ｍぐらいが、幅があっ

たってそれ、どなんにもしょうないという、そういう状況です。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

１４号についてご説明致します。去る１６日に農業委員、推進委員全員で

見てまいりました。事務局の説明どおりで、無断転用の解消ということで問

題なかろうということで、よろしくご審議をお願い致します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１２号から第１４号につきま

して質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１２号から第１４号につきましてお諮りします。議案第

１２号から第１４号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１２号から第１４号を原案のとおり認めることとし、香

川県へ進達致します。 

続きまして、日程第５ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提

出議案第１５号から第２３号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、説明させていただきます。今回の５条の案件は９件ございまし

て、面積にして７，５７４㎡、１５筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明致します。議案書５ページからでご

ざいます。 

会長提出議案第１５号についてご説明させていただきます。地区番号２、

受付年月日、令和５年２月１日。譲渡人、●●●、●●●●様、譲受人、●

●●、●●●●●●●●●●●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●

●●●●●●番●他２筆。台帳地目、現況地目ともに田。地積合計２，７７

４㎡。転用目的、太陽光発電設備、建築面積１，６０８．７２㎡。工事着完

予定年月日、令和５年４月１日から令和５年９月３０日。権利、所有権移転

売買、農地区分、第２種農地です。資料と致しましては３０から３１ページ

で、位置図を３０ページ左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の南

西約２７０ｍに位置し、隣接については、田及び道路、水路に接しておりま

す。申請者は太陽光発電事業を営む法人であり、太陽光発電設備用地に適し

た土地を探していたところ、農地の管理に困っていた土地所有者との意向が

合致し、転用申請に及んだものです。地元土地改良区をはじめ、水利組合の

同意も得ております。 

次に、会長提出議案の第１６号、１７号、一つ飛ばして１９号と２０号に

ついて、関連がございますので、併せてご説明させていただきます。 

議案第１６号、地区番号４、受付年月日、令和５年２月１日。譲渡人、●



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●●●●●、●●●●●

●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目と

もに田、地積４９８㎡。 

議案第１７号、地区番号４、受付年月日、令和５年２月１日。譲渡人、●

●●、●●●●様、持分２分の１、●●●●様、持分２分の１、譲受人、●

●●●●●●●●、●●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●

●番●他４筆、台帳地目、現況地目、畑が１筆、田が４筆。地積の合計は

２，５４０㎡。 

議案第１９号、地区番号４、受付年月日、令和５年２月１日。譲渡人、●

●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●●●●●、●●●●●●●●

様。申請地、●●●●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに

田。地積１５㎡。 

議案第２０号、地区番号４、受付年月日、令和５年２月１日。譲渡人、●

●●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●●●●●、●●●●●●

●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目とも

に田。地積６９６㎡です。 

転用目的は分譲住宅用地で、建築面積は８９８．５８㎡。工事着完予定年

月日は令和５年５月２０日から令和８年５月２０日までです。権利は所有権

移転売買で、農地区分は第２種農地。昨年２月の定例会で農振個別除外の審

議をしている案件です。資料といたしましては、３２から３８ページとな

り、位置図を３２ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●の東約１００

ｍに位置し、隣接については、田、宅地及び道路、水路に接しております。

申請者は建設業を営む法人であり、分譲住宅用地に適した土地を探していた

ところ、農地の管理に困っていた土地所有者との意向が合致し、転用申請に

及んだものです。地元改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

次に、会長提出議案第１８号についてご説明させていただきます。地区番

号４、受付年月日、令和５年２月１日。譲渡人、●●●、●●●●様、持分

２分の１、●●●●様、持分２分の１、譲受人、●●●●●●●●●、●●

●●●様、持分２分の１、●●●●●様、持分２分の１。申請地、●●●●

●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに田、地積合計１５㎡。転

用目的、既存宅地の拡張、建築面積１３６．４５㎡。工事着完予定年月日、

令和５年５月１日から令和５年６月２０日。権利は所有権移転売買で、農地

区分、第２種農地。こちらも昨年２月の定例会で農振個別除外の審議をした

案件です。資料と致しましては、３９から４０ページとなり、位置図を３９

ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●の東約１３０

ｍに位置し、隣接については、田、宅地及び水路に接しております。申請地

は、現況のコンクリートの境界と公図上の筆界にずれがあり、先ほどご説明

させていただいた議案の分譲住宅の造成に合わせて、残地となる申請地を隣

接する宅地の既存住宅の拡張という形で転用申請するものです。地元土地改

良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

会長提出議案第２１号についてご説明させていただきます。地区番号５、

受付年月日、令和５年２月１日。譲渡人、●●●●●●●●、被相続人、●

●●様、法定相続人、●●●●様、●●●●様、譲受人、●●●●●、●●

●●様。申請地、●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに田。

地積２６８㎡。転用目的、非農家の自己住宅、建築面積１３４㎡。工事着完

予定年月日、令和５年３月３１日から令和６年１月１５日。権利は所有権移

転売買で、農地区分は第２種農地です。資料と致しましては４１から４２ペ

ージで、位置図を４１ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●の南西約１３０

ｍに位置し、隣接については、田及び宅地に接しております。申請人は現在
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借家にお住まいですが、家族が増え手狭になり、自己住宅の建築に適した土

地を探していたところ、土地所有者が管理に困っていた当該申請地の紹介が

あり、申請に至りました。なお、土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得

ております。 

会長提出議案第２２号についてご説明させていただきます。地区番号５、

受付年月日、令和５年２月１日。譲渡人、●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●番●、台帳地目、現況

地目ともに田。地積２４４㎡。転用目的、貸駐車場用地、建築面積０㎡。工

事着完予定年月日、令和５年５月１０日から令和５年７月１０日。権利は所

有権移転売買、農地区分は第２種農地です。一部無断転用の是正案件となり

ます。資料と致しましては４３から４４ページで、位置図を４３ページの左

側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の南

東約１００ｍに位置し、隣接については、田、宅地及び水路に接しておりま

す。申請者は貸駐車場用地に適した土地を探していたところ、農地の管理に

困っていた土地所有者との意向が合致し、転用申請に至りました。申請地の

一部が宅地化しておりますが、譲渡人の家の入り口として既に一部無断転用

となっておりますので、その無断転用部分の是正も含めた転用となっており

ます。土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。また、始末書

も添付され反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ないと考え

ております。 

会長提出議案第２３号についてご説明させていただきます。地区番号５、

受付年月日、令和５年２月１日。譲渡人、●●●、●●●様、譲受人、●●

●、●●●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●番●、台帳地目、現

況地目ともに田。地積３０７㎡。転用目的、分譲住宅用地、建築面積１１５

㎡。工事着完予定年月日は、誤りがありましたので訂正させていただきま

す。正しくは令和５年４月１日から令和６年３月２０日となります。権利は

所有権移転売買、農地区分は第２種農地。昨年１０月の定例会で農振個別除

外の審議をした案件です。資料と致しましては４５から４６ページで、位置

図を４５ページ左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の南

約５４０ｍに位置し、隣接については、田、雑種地及び道路、水路に接して

おります。申請者は不動産業を営む法人であり、分譲住宅用地に適した土地

を探していたところ、農地の管理に困っていた土地所有者との意向が合致

し、転用申請に及んだものです。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意

も得ております。 

以上で、農地法第５条に基づく申請審議についての説明を終わります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区からお願いします。 

 

会長提出議案第１５号ですが、２月１５日に現地確認を行いました。耕作

放棄地のような状態で現在あります。特に問題ないと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

続きまして、●●地区、お願いします。 

 

それでは、ご報告致します。１６号、１７号、１９号、２０号、いずれも

分譲用住宅用地で問題なかろうかと思われます。 

１８号についてもその関連の転用でございますので、問題なかろうかと思
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われます。どうぞご審議のほうよろしくお願い致します。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

２１号、２２号、２３号、いずれも事務局の報告のとおり問題なしと判断

を致しましたので、ご審議のほうよろしくお願い致します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１５号から第２３号につきま

して質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１５号から第２３号につきましてお諮りします。議案第

１５号から第２３号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１５号から第２３号を原案のとおり認めることとし、香

川県へ進達致します。 

続きまして、日程第６ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議

案第２４号を上程致します。 

なお、今月の議案で、農地中間管理事業対象農用地等総括表の１番から４

番が●●委員さんの除斥対象議案になりますので、後で別審議と致します。 

では、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第２４号についてご説明致します。農地の貸し借りについて

の説明で、議案書７ページから１０ページとなります。 

個人１８件、中間管理機構１９件の合計３７件となっております。３７件

のうち新規２１件、再設定１６件となっております。 

３７件のうち賃借権７件、使用貸借権３０件となっております。賃借権の

内訳と致しまして、１０，０００円が１件、５，０００円が４件、物納２件

となっております。 

期間は、１０年１３件、６年９件、５年９件、３年５件、２年１１か月１

件となっております。 

続いて、農地中間管理事業対象農用地等総括表の委員さんの案件を除いた

５４件について説明します。別紙のＡ３の総括表をご覧ください。 

貸付先は、個人２７件、法人２７件となっております。設定する権利等の

種類は、賃借権５件、使用貸借権４９件となっております。期間は１０年２

９件、６年２２件、３年３件となっております。利用内容は、水稲、麦、露

地野菜、飼料用作物の作付となっております。 

以上です。 

 

説明が終わりました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては案件

が多いので、一括して質疑に入りますので、番号指定の上、ご発言を願いま

す。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、農地中間管理事業対象農用地等総括表の１番から４番を除く議

案第２４号について、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 
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では、原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、農地中間管理事業対象農用地等総括表の松岡委員の関係議案

である１番から４番の審議に入りますので、松岡委員の退場を求めます。 

 

（●●委員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

農地中間管理事業対象農用地等総括表についての委員さんの案件は４件

で、４件とも使用貸借権、期間は４件とも１０年となっております。利用内

容については、水稲、麦の作付となっております。 

以上です。 

 

説明が終わりました。質疑等はありませんでしょうか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり承認致します。 

退席されている●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員 着席） 

 

続きまして、日程第７ 農業振興地域整備計画変更の答申について、会長

提出議案第２５号から第３５号までを一括上程致します。 

なお、今月の議案で、議案第２６号は寒川委員の関係議案になりますの

で、除斥対象議案になりますので、後で別審議と致します。 

では、事務局より説明を求めます。 

 

今回の農業振興地域整備計画変更の答申は、●●委員さんの案件を除き、農

用地域からの除外が９件、農用地域への編入について１件あります。 

それでは、農用地域からの除外の個別案件から説明致します。議案書１１ペ

ージをご覧ください。 

会長提出議案第２５号、譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●●●、申請地、●●●●●●●●●番●他１筆です。除外後の用途は

駐車場です。申請の位置でございますが、資料４７ページをご覧ください。●

●●●●●●●●●から南西約７８０ｍに位置しております。 

会長提出議案第２７号、譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●●●●●、●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●

です。除外後の用途は分家住宅です。申請の位置でございますが、資料５１ペ

ージ左側をご覧ください。●●●●●●●から南約３８０ｍの所に位置してお

ります。 

会長提出議案第２８号、申請人、●●●●●●●●、●●●●様。申請地、

●●●●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は農家住宅の宅地拡張で

す。申請の位置でございますが、資料５３ページ左側をご覧ください。●●●

●●●●から南約３８０ｍの所に位置しております。 

会長提出議案第２９号、譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●●●●、申請地、●●●●●●●●●●●●●番●他３筆です。除
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外後の用途は事務所です。申請の位置でございますが、資料５５ページ左側を

ご覧ください。●●●●●●●●●●●●●●から南西約１，２８０ｍの所に

位置しております。 

会長提出議案第３０号、譲渡人、●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●

●●●●●で、申請地は●●●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は工

場です。申請の位置でございますが、資料５８ページ左側をご覧ください。●

●●●●●●●●●から北約１，１００ｍの所に位置しております。 

会長提出議案第３１号、譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●

●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●番●です。除外

後の用途は農家住宅の宅地拡張です。申請の位置でございますが、資料６０ペ

ージ左側をご覧ください。●●●●●●●●●●から北東約３３０ｍの所に位

置しております。 

議案書１２ページをご覧ください。 

会長提出議案第３２号、申請人、●●●●●●、●●●●●様、申請地、●

●●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は農家住宅の宅地拡張です。申

請の位置でございますが、資料６２ページ左側をご覧ください。●●●●●●

●●●●から北約５６０ｍの所に位置しております。 

会長提出議案第３３号、譲渡人、●●●●●、●●●様、譲受人は●●●●

●●●●●●、申請地は●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は資材置

場です。申請の位置でございますが、資料６４ページ左側をご覧ください。●

●●●●から北約６０ｍの所に位置しております。 

会長提出議案第３４号、譲渡人、●●●●、●●●●様、譲受人、●●●

●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●です。除外後の用途

は分家住宅・農家住宅の宅地拡張です。申請の位置でございますが、資料６７

ページ左側をご覧ください。●●●●●●●●●●から南東約２４０ｍの所に

位置しております。 

続いて、農用地域への編入の個別案件についてご説明します。議案書１３ペ

ージをご覧ください。 

会長提出議案第３５号、申請者、●●●●●●●●、●●●●●●様、申請

地は●●●●●●●●●●●●●番●他４筆です。申請の位置でございます

が、資料７０ページ左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●●●●●

●●●●●から南東へ約１，２００ｍに位置しております。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区からお願いします。 

 

２５号議案については、両親が亡くなって、子どもさん、この●●さんが

●●へ、娘さんは、また●●へ行っているので、家のほうが誰もいないとい

うことで、非農地証明も出さないかんかいう瀬戸際で、今回、農振除外して

駐車場ということで、地区でもいいんじゃないかということで、事務局案件

のとおりのことですので、お願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願いします。 

 

それでは、２７号、２８号はいずれも関連がございます。いずれも問題な

かろうかと思われます。 

２９号は地域の会社の社屋でございます。これも問題なかろうかと思われ

ます。 

３０号、鉄工所を新しく造る用地で、現在、木が植わっておりましたの
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で、問題はなかろうかと思われます。 

３５号、この土地は山の中ですけども、きれいに整備されております。保

全するために農振に変更するそうです。どうぞよろしくお願い致します。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

３１号ですが、前半に出ました９番と関連しますが、取りあえず問題ない

というふうに判断しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

３２号、３３号、３４号、いずれも問題なかろうというふうに判断してお

りますので、審議のほうよろしくお願い致します。以上です。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第２６号を除く議案第２５号か

ら第３５号につきまして質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２６号を除く議案第２５号から第３５号につきましてお

諮りします。議案第２６号を除く議案第２５号から第３５号について異議あ

りませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２６号を除く議案第２５号から第３５号を原案のとおり

認めることとし、香川県へ進達いたします。 

続きまして、●●委員の関係する議案である議案第２６号の審議に入りま

すので、●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

●●委員さんの案件は農用地域からの除外です。議案書１１ページをご覧く

ださい。 

会長提出議案第２６号、申請人、●●●●●●●●、●●●様、申請地、●

●●●●●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は農家住宅の宅地拡張で

す。申請の位置でございますが、資料４９ページをご覧ください。●●●●●

●●●●●から南南東約５４０ｍに位置しております。 

説明は以上です。 

 

説明が終わりました。 

なお、本議案につきましては、●●地区の関係案件ですので、代表委員か

らの調査結果の報告をお願い致します。 

 

２６号議案ですが、宅地の無断転用の是正ということで、問題なかろうか

と思われます。どうぞよろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第２６号につきまして質疑等が

ありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２６号につきましてお諮りします。議案第２６号につい
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て異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２６号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達い

たします。 

退席されている●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員 着席） 

 

続きまして、日程第７ 農業経営改善計画の審査について、会長提出議案

第３６号を議題とし、上程致します。なお、今月の議案で、番号③は●●委

員の関係する議案になります。除斥対象議案になりますので、後で別審議と

致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第３６号の①から説明させていただきます。●●●●、●●

●●。住所が●●●●●●●●●●番地●●●、生年月日は●●さんが昭和●

●年●月●●日、●●さんが平成●年●月●●日です。 

別紙の経営改善計画を参照してください。現在、有機野菜を生産しておりま

す。農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産につき

まして、葉物類は現在、作付面積２０ａで生産量が５００㎏ですが、５年後は

作付面積を３０ａに拡大し、生産量７５０㎏を目指します。イモ類は現在、作

付面積が２０ａで生産量が１，０５０㎏ですが、５年後は作付面積を３０ａに

拡大し、生産量１，５７５㎏を目指します。果菜類は現在、作付面積１５ａで

生産量が３００㎏ですが、５年後は作付面積を２０ａに拡大し、生産量４５０

㎏を目指します。根菜類は現在、作付面積１０ａで生産量５００㎏ですが、５

年後は作付面積を２０ａに拡大し、生産量１，０００㎏を目指します。ハーブ

は作付面積２ａで生産量３０㎏ですが、５年後は４ａに拡大し、生産量６０㎏

を目指します。エディブルフラワー類（食用花）は作付面積１ａで、５年後は

２ａに拡大します。こちらは生産量の表示が難しいので、作付面積のみになり

ます。マイクロリーフは現状栽培しておりませんが、５年後までに作付面積１

ａで生産量１０㎏を目指します。唐辛子は作付面積５ａで生産量３００㎏です

が、５年後は１５ａで生産量９００㎏を目指します。 

（２）農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業としまして、唐辛子等

の加工販売を５年後までに実施し、１００万円の売上を目指します。有機野菜

の直売所も計画しており、５年後までに５０万円の売上を目指します。また、

農業体験や有機野菜を使った料理教室も計画しております。 

（３）農用地及び農業生産施設につきましては、アの農用地で、借入地の田

が現状９９ａですが、５年後までに所有地を８８ａとし、借入地を３４ａに

し、２３ａの増加を目指します。イの農業生産施設につきましては、現状ビニ

ールハウスが１棟の１００㎡ですが、５年後までに１棟増やし、２００㎡にな

る予定です。研修兼加工施設として自宅の倉庫１棟８０㎡を改修予定です。格

納庫が１棟１００㎡ですが、５年後までに１棟増やし、２００㎡になる予定で

す。 

現在１００種類近い野菜を栽培しており、年間売上も確実に上がっておりま

す。リスク回避を図るため、栽培実績の管理をデータ化して生産量の向上を図

っております。販売先につきましても、●●●●●●●●や●●●●への店舗

販売から、ふるさと納税や県外向けの定期便にシフトしており、固定客が増え

てきているところです。 

現状の年間所得２５０万円から５年後５５０万円を目指します。認定新規就

農者の認定期間終了に伴い、認定農業者の認定を受けるものです。有機野菜で

確実に実績が上がっており、今後の営農が期待できる農業者ですので、認定農
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業者の新規認定についてのご審議をよろしくお願いします。 

番号②の●●●●。住所が●●●●●●●●●●●●●●の●、生年月日が

昭和●●年●月●●日です。 

別紙の経営改善計画を参照してください。現在、ネギ、ブロッコリー、ＷＣ

Ｓ、水稲を生産しています。農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としま

して、（１）生産について、ネギは現在、作付面積が１２０ａで生産量が１

５，６００㎏ですが、５年後は作付面積を２００ａに拡大し、生産量２６,００

０㎏を目指します。ブロッコリーは現在、作付面積が１００ａで生産量が９，

０００㎏ですが、５年後は作付面積を２００ａに拡大し、生産量１８，０００

㎏を目指します。ＷＣＳは現在、作付面積が４００ａで生産量が２４０ロール

ですが、５年後は作付面積を８００ａに拡大し、生産量も４８０ロールを目指

します。水稲は現在、作付面積が１００ａで生産量が４，５００㎏ですが、５

年後は作付面積を２００ａに拡大し、生産量９，０００㎏を目指します。 

（３）の農用地及び農業生産施設は、アの所有地の田が１５９ａと畑が１ａ

ですが、こちらは５年後も変更はありません。借入地につきましては現在５５

４ａですが、５年後までに１，１００ａに増やします。 

農業委員会や農地機構を通じて作業効率の高い農地を確保し、規模拡大を図

っていきます。年間所得２７０万円から５年後４１０万円を目指します。認定

新規就農者の認定期間終了に伴い、認定農業者の認定を受けるものです。５年

間の実績もあり、今後の営農が期待できる農業者ですので、認定農業者の新規

認定についてのご審議をよろしくお願いします。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては●●地

区、●●地区の関係案件ですので、地区代表委員からの補足事項等がござい

ましたら、報告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区から。 

 

それでは、●●●●さん、●●●●さんのご報告を致します。私も今日初

めてお会いしたんですけれども、とても感じのよい人です。それで、４４

歳、３２歳と若いご夫婦でした。複合経営をされて、有機栽培をされている

そうです。でも、考えもしっかりしていて、この先、将来明るいのではない

かと思います。よろしくご審議お願い致します。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

●●さんの場合ですが、５年間、新規就農で５年間たち、立派な経営効率

を上げておられます。他の見本となるような経営でございますので、ぜひご

審議いただきますよう、よろしくお願い致します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第３６号の番号①、②につきま

して質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、農業経営改善計画の審査について、議案第３６号の番号①、②

についてお諮り致します。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３６号の番号①、②について原案のとおり承認すること

と致します。 

続きまして、●●委員の関係する議案である議案第３６号の番号③の審議
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に入りますので、●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、会長提出議案第３６号の③●●●●●●●●についてご説明させ

てもらいます。住所が●●●●●●●●●●●●番地●、法人設立年月日は平

成●●年●●月●●日です。 

別紙の経営改善計画を参照してください。現在、水稲、麦類を生産しており

ます。先に訂正をお願いします。目標年の表示が令和９年になっていますが、

１０年の誤りです。 

それでは、農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としましてですが、

（１）生産につきまして、水稲は現在、作付面積５００ａで生産量が２２，５

００㎏ですが、５年後には作付面積を７００ａまで拡大させ、生産量を３１，

５００㎏に増加する予定です。単作の小麦は現在、作付面積が２００ａで生産

量が６，８００㎏ですが、５年後には単収の向上により、作付面積は変わらず

生産量を８，０００㎏まで増加させる予定です。二毛作の小麦は現在、作付面

積が５５０ａで生産量が１８，７００㎏ですが、５年後には作付面積を７００

ａまで拡大させ、生産量を２８，０００㎏まで増加させる予定です。二条大麦

は現在、単作の作付面積が４００ａで生産量が１３，６００㎏ですが、こちら

は５年後も変更はありません。二条大麦の二毛作につきましては、今後５年間

で小麦に切り替えていく予定です。 

（３）農用地及び農業生産施設につきましては、アの農用地で、所有地の田

が現状２４ａですが、５年後も変更はありません。借入地は現状、田が１，１

９５ａのところ、５年後には１，２５０ａまで拡大させます。畑については４

９ａで、５年後も変更はありません。イの農業生産施設につきましては、現

状、倉庫が１棟の７５㎡ですが、こちらにつきましては５年後も変更はありま

せん。パイプハウスは現状１棟で１００㎡のところ、５年後には１棟増やし、

１９０㎡とする予定です。 

今後は集落の農地を集積し、農地の団地化を図り、生産コストの低減に努め

ます。水稲、麦につきましては規模を拡大して効率的な管理を図ります。小麦

については排水対策を徹底することにより単収の向上を目指します。 

現状の年間所得３６３万円に対し、５年後には年間所得４３２万円を目指し

ます。経験も実績もある法人ですので、認定農業者の継続認定につきましてご

審議のほどよろしくお願いします。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては長尾地区

の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

ご報告申し上げます。全く問題なしというふうに考えており、期間も大変

経過致しましたし、中のスタッフも充実した人が結構多いので、これからも

続けていってほしいのと、若い人、取りあえず入れてほしいなという感想が

ありますけど、今の状態で１０年まだいけると思いますので、応援のほうを

よろしくお願い致したいと思います。以上です。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第３６号の番号③につきまして

質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３６号の番号③につきましてお諮りします。議案第３６
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号の番号③について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３６号の番号③を原案のとおり認めることと致します。 

退席されている岩澤委員さんの再入場を認めます。 

 

（岩澤委員 着席） 

 

本日上程の議案については以上ですが、日程第９ その他で、事務局、何か

ありませんか。 

 
そうしたら、その他ということで、事務局のほうから農地法の改正のお知ら

せをさせていただきたいと思います。 

昨年の５月の国会で農地のほうが改正されまして、今、農地法の３条で所有

権の移転、農地を取得しようとするときの許可条件の中に下限面積要件という

のがあるんです。皆さんご存じのとおりなんですけども。今、さぬき市では

４，０００㎡、今持っている経営農地とこれから取得する農地の合計が４反以

上ないと取得できんという条件があるんですが、これが今年の４月１日施行に

なりますので、４月１日以降の許可からもうこの下限面積要件はなくなりま

す。 

その他の要件につきましてはまだ変更があるというふうにはなっておりませ

んので、また何か変更などありましたら、その都度ご連絡させていただきたい

と思います。 

以上です。 

 

続きまして、今月から、農業委員と農地最適化推進委員の募集が来ておりま

すので、担当から少し説明させていただきます。 

 
令和５年７月１９日をもって現在の農業委員及び農地利用最適化推進委員の

任期が満了するために、農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集しており

ます。その受付期間は令和５年２月２１日から３月２２日の平日の午前８時半

から５時１５分となっております。 

また、申請書につきましては、農業委員会事務局及び寒川の支所で配布と、

あと、インターネットからでもダウンロードできるようになっています。 

以上です。 

 

続いて、次回の定例会なんですけども、３月２４日の金曜日、午後１時半か

ら本庁の３階、３０１、３０２会議室で行いますので、また予定のほうをお

願い致したらと思います。 

それから、農業経営改善計画認定書、その資料につきましては後で回収し

ますので、机の上に置いておいていただいたらと思います。 

それから、この後、定例会が終了した後に、全国農業会議所の方と香川県

農業会議の方が来られまして、全国農業新聞の普及の推進と、あと先ほど藤

川のほうからありましたが、農地法の一部の改正がございましたので、その

あたりの説明を引き続きしますので、引き続きご出席をお願い致します。 

以上です。 

 

農地集積専門員の方、何か。 

 

ございません。 

 

本日上程の議案については以上です。 



  

 以上をもちまして、令和５年２月農業委員会定例会を閉会と致します。慎

重なるご審議ありがとうございました。 

 

（ ３時３４分閉会） 

 

 

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願いについて 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業振興地域整備計画変更の答申について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 
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